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                                 付属資料  
（本編中の図表の拡大版） 

 

付－１ 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する展開イメージ（県南部地域） 

付－２ 後方支援活動の拠点候補施設及び活動内容の全体像 

付―３ 後方支援活動の実施手順の全体像 

付―４ 広域連携活動の全体イメージ 

付―５ 後方支援活動のタイプ特性とリソース検討の考え方 

付―６ 後方支援活動に必要なリソースと連携・分担の方向 
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付－１ 南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する展開イメージ（県南部地域） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 凡 例 

各種拠点一覧 

― ―
都城市公設地方

卸売市場
消 共

都城市 道の駅都城 Ｔ

小林市 ― ― ― ― 共

えびの市 えびのPA 警 ― ― 共

三股町 ― ― ― ― 共

高原町 ― ― ― ― 共

国富町 ― ― ― ― 共

綾町 ― ― ― ― 共

― ― ― ― 共

共

宮崎市 共

日南市 ― ― ― ― 共

串間市 ― ― ― ― 共

― ― 霧島SA 消 共

― ― 山江SA Ｄ 共

都城市
― ―

都城トラック団地

協同組合
物 物 ― ―

小林市 ― ― ― ― 物 ― ―

えびの市 ― ― ― ― 物 ― ―

三股町 ― ― ― ― 物 ― ―

高原町 ― ― ― ― 物 ― ―

国富町 ― ― ― ― 物 ― ―

綾町 ― ― ― ― 物 ― ―

生目の杜運動公園 Ｄ 物 物 宮崎港 共

宮崎市 宮崎空港 Ｄ 内海港 共

日南市 ― ― ― ― 物 油津港 共

串間市 ― ― ― ― 物 ― ―

航空自衛隊

新田原基地
Ｄ ― ― ― ― 志布志港 共

鹿児島空港 Ｄ ― ― 鹿児島港 共

支

援

側

受

援

側

その他市町

防災拠点

九州西濃運輸(株)

宮崎支店

その他市町
航空自衛隊新田原基地（駐機）

鹿児島空港（駐機・給油）

防災拠点

航空搬送拠点 広域物資輸送拠点 地域内輸送拠点 海上輸送拠点

受

援

側

生目の杜運動公園

清武総合運動公園

宮崎空港（駐機・給油）

日南市総合運動公園

串間市総合運動公園

支

援

側

高城運動公園

小林総合運動公園

えびの市文化センター

旭ヶ丘運動公園

高原町総合運動公園

国富町運動公園

綾町錦原運動公園

広域進出拠点 進出拠点 救助活動拠点

宮崎市郡医師会病院 

基幹災害拠点病院 

鹿児島空港 

空路参集拠点 

油津港 

海上輸送拠点 

都城トラック団地協同組合 

広域物資輸送拠点 

えびの PA（上り・下り） 

広域進出拠点 

霧島 SA 

進出拠点 

空路 

/消防庁（指揮支援部隊） 

空路（航空搬送） 

非被災県の医療機関へ 

宮崎県庁 

県災害対策本部 

災害医療本部 

空路（航空搬送） 

非被災県の医療機関へ 

航空自衛隊新田原基地 

航空搬送拠点候補地 

空路による輸送経由地 

陸上自衛隊都城駐屯地 

航空自衛隊高畑山分屯基地 

陸上自衛隊 えびの駐屯地 

鹿児島港 

民間フェリーを活用した進出拠点 

（警察、消防、自衛隊） 

※陸路での到達が困難な場合、国交省が港湾管理者と調整 

１．航路啓開、障害物除去、水路測量 

２．人員、物資、燃料、資機材等の大量輸送 

TEC-FORCE による東海岸線被災状況・

災害対策車両等進入路の調査 

都城市公設地方卸売市場 

進出拠点 

道の駅都城 

進出拠点 

高城運動公園 

救助活動拠点/県 

小林総合運動公園 

救助活動拠点/県 

えびの市文化センター 

救助活動拠点/市 

旭ヶ丘運動公園 

救助活動拠点/市 

高原町総合運動公園 

救助活動拠点/市 

国富町運動公園 

救助活動拠点/市 

綾町錦原運動公園 

救助活動拠点/市 

生目の杜運動公園 

救助活動拠点/県 

航空機用活動拠点（候補地）/国 

清武総合運動公園 

救助活動拠点/市 

串間市総合運動公園 

救助活動拠点/県 

日南市総合運動公園 

救助活動拠点/県 

航空搬送拠点 

九州西濃運輸㈱宮崎支店 

広域物資輸送拠点 

空路/DMAT 

↓那覇港 

民間フェリーを活用した進出拠点（警察、消防、自衛隊） 

志布志港 

海上輸送拠点 

内海港 

海上輸送拠点 

宮崎大学附属病院 

基幹災害拠点病院 

ドクターヘリ基地病院 

県立宮崎病院 

基幹災害拠点病院 

都城市郡医師会病院 

地域災害拠点病院 

小林市立病院 

地域災害拠点病院 

宮崎県立日南病院 

地域災害拠点病院 

山江 SA（熊本県） 

陸路参集拠点 

国・具体計画における各種支援活動の拠点 

【救助・救急、消火活動等】 

広域進出拠点（警察災害派遣隊/警察庁） 

進出拠点（緊急消防援助隊/消防庁） 

自衛隊駐屯地・基地（災害派遣部隊/防衛省） 

救助活動拠点（県） 

救助活動拠点（市町） 

【医療活動】 

基幹災害拠点病院（DMAT/厚生労働省） 

地域災害拠点病院（DMAT/厚生労働省） 

航空搬送拠点（DMAT/厚生労働省） 

陸路・空路参集拠点（DMAT/厚生労働省） 

【物資調達】 

広域物資輸送拠点（県） ※国による輸送 

地域内輸送拠点（市町） ※県による輸送 

海路による輸送経由地（国） 

空路による輸送経由地（国） 

【その他】 

進出拠点 （TEC-FORCE/国土交通省） 

宮崎港 

海上輸送拠点 

海路による輸送経由地 

宮崎市総合体育館立体駐車場 

地域内輸送拠点/市 

早水公園 

地域内輸送拠点/市 

さくらアリーナ 

地域内輸送拠点/市 

北郷小中学校 

地域内輸送拠点/市 

八幡原市民総合センター武道場 

地域内輸送拠点/市 

串間市営弓道場 

地域内輸送拠点/市 

えびの市飯野出張所多目的室 

地域内輸送拠点/市 

三股町健康管理センター 

地域内輸送拠点/町 

高原町体育館 

地域内輸送拠点/町 

国富町武道館 

地域内輸送拠点/町 

綾てるはドーム 

地域内輸送拠点/町 

宮崎空港 

航空搬送拠点候補地/DMAT 

空路による輸送経由地/国 

航空機用活動拠点（候補地） 

航空機の駐機・給油等 
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付－２ 後方支援活動の拠点候補施設及び活動内容の全体像  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

沿岸部３市 内陸部市町（都城市を例として） 

熊本県 

鹿児島県 

救出・救助・消火 

被災者 

一般廃棄物（最終処分） 

一般廃棄物（可燃物） 

被災現場 

遺体 

■宿泊・入浴施設 
（青井岳荘等） 

給水活動 

派遣 

派遣（薬剤等支給、巡回診察） 

避難所 

供給 

派遣 
派遣 

受入 

受入 

受入 

受入 

被災現場 

派遣（健康相談、予防接種等） 

派遣 

救護所 避難所 

被災者入浴支援（送迎） 

供給 

■災害ボランティアセンター（後方支援） 
（都城市社会福祉協議会山之口支所） 

広域進出拠点/警察 
（えびの PA） 

広域物資輸送拠点/県 
（都城トラック団地共同組合） 

空路参集拠点候補地/DMAT 
（鹿児島空港） 

陸路参集拠点候補地/DMAT 
（山江 SA） 

進出拠点/消防 
（霧島 SA下り線） 

■支援活動連絡調整所（参集・立寄拠点） 
（都城市北消防署） 

■避難所(運営・炊き出し、健診、消毒等） 
（主に２次避難所、学校は除く） 

■応急仮設住宅（建設地提供、入居者受入等） 
（高崎前田市民広場等） 

■物資センター 

（高城運動公園屋内競技場） 

■遺体安置所 
（都城市武道館） 

■救護所（応急処置等） 

■医療活動拠点 

地域災害拠点病院/DMAT 
（都城市郡医師会病院） 

（宮崎県都城保健所） 

■最終処分場 
（志和池処分場） 

■ゴミ焼却施設 
（都城市クリーンセンター） 

■広域応援部隊（消防）受入施設 
進出拠点/消防（都城市公設地方卸売市場） 

■浄水場（給水栓の設置） 
（都城市川東浄水場等） 

救助活動拠点/県・市 
（高城運動公園） 

広域物資輸送拠点/県 
（九州西濃運輸㈱宮崎支店） 

航空機用活動拠点候補地/国 
航空搬送拠点候補地/国 
（宮崎空港） 

海上輸送拠点/国 
（宮崎港） 

地域内輸送拠点/市 
（宮崎市総合体育館（立体駐車場）） 

災害ボランティアセンター 
（宮崎市社会福祉協議会） 

救助活動拠点/県・市 
航空機用活動拠点候補地/国 
（生目の杜運動公園） 

災害対策本部（受援本部） 
（宮崎市役所） 

■し尿処理施設 

（処理受入：都城市清浄館、収集運搬：都城北諸地区清掃公社） 仮設トイレ設置 

連
携 

派遣 

派遣 

被災現場(都城市内) 
 

避難所(都城市民） 

遺体 受入 

救助活動拠点/県・市 
（清武総合運動公園） 

被災現場 

航空搬送拠点候補地/国 
（航空自衛隊新田原基地） 

都城ＩＣ 

地域内輸送拠点/市（早水公園体育文化センター） 

■宿泊・入浴施設 
（ラスパたかざき等） 避難者入浴支援（送迎） 

被災現場 

受入 
し尿 

関
係
機
関
と
の 
調
整 
等 

■支援隊応援活動施設（宿泊・入浴） 
（高城健康増進センター） 

■遺体火葬場 
（都城市斎場） 

情報収集 

災害対策本部（受援本部） 
（串間市役所） 

地域内輸送拠点/市 
（串間市運動公園弓道場） 

地域内輸送拠点/市 
（日南市総合運動公園備蓄倉庫） 

災害対策本部（受援本部） 
（日南市役所） 

救助活動拠点/県・市 
（串間市総合運動公園） 

海上輸送拠点/国 
（内海港） 

海上輸送拠点/国 
（油津港） 

救助活動拠点/県・市 
（日南市総合運動公園） 

■後方支援活動対策本部 ■救出救助活動拠点 

（都城市役所） 

凡例 
１後方支援本部機能 
２避難者の受入・支援機能 
３救援物資の受入・仕分け・配送機能 
４救出救助・消火・医療救護活動機能 
５保健・衛生活動機能 
６ボランティア・支援隊の受入・活動支援機能 
※広域応援部隊・ＤＭＡＴの防災拠点 

⇒「南海トラフ地震における具体的な応急対策
活動に関する計画」に基づく（下線部） 
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付―３ 後方支援活動の実施手順の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続（～2年 3 ヶ月） 

4M 

3M 

2M 

1M 

2W 

1W 

96h 

(5日目) 

72h 

(4日目) 

 

48h 

(3日目) 

 

24h 

(2日目) 

時 

期 

12h 

0h 

１．後方支援に関する本部機能 ２．避難者の受入・支援機能 ３．救援物資の受入・仕分け・配送機能 

1)入浴支援の体

制の確保 

2)入浴支援の実

施 

□輸送用のバス

の手配、運転手

を確保 

□入浴支援を終

了 

管財調達班 

□市内入浴施設

へ受入の協力を

要請 

福祉・救護班 

(3) 入浴支援 

福祉・救護班 

市内入浴施設へバスで輸送 

入浴サービスを開始 

運行計画を作成 

建築班・避難収容班 

□市営住宅の空き部屋確

保 

□民間賃貸住宅を借上 

□入居者の受入を開始 

□全国避難者情報システ

ムに情報登録 

 

□選考委員会を設置、入

居者を選定 

□仮設住宅の建設を要請 

□入居希望者を募集、説

明会を実施 

□選考委員会を設置し、入

居者を選定 

□入居者の受入を開始 

□入居希望調査を実施 

□入居希望者を募集 

□説明会を実施 

建築班 

本部班 

仮設住宅を建設開始 

□建設候補地の状況の確

認と安全性を確保 

建築班 

建築班 

建築班 

仮設住宅を建設完了 

建築班 

建築班 

建築班 

1)仮設住宅の入居者の募

集、管理 

2)みなし仮設住宅の入居

者の募集 

(4) 仮設住宅の提供 

□自治組織等の育成を促

進 

 

みなし仮設住宅を清掃 

 

1)炊き出し活動

の体制の確保 
2)炊き出し活動

の支援 

□炊き出し活動

の規模を縮小 

学校教育班 

本部長 

(2) 炊き出し活動 

□炊き出し活動

を終了 

炊き出し活動を実施 

（必要に応じて配送） 

□活動計画を作

成 

学校教育班 

□食材等を調

達・配送要請 

□人員の協力を

要請 

学校教育班 

学校教育班 

本部長 

1)後方支援活動対策本部

の設置(廃止)・運営 

2)沿岸部３市への人的支援 

※行政機能回復のため

の支援 

(1) 後方支援活動対策本部の配備・運営と行政支援 

□後方支援活動対策本部を廃止 

(仮)連絡調整会議にて活動を共有（～○○） 

□各種後方支援活動拠点の

情報収集 

□職員等人材（行政支援職

員）を支援活動連絡調整所

に参集し、沿岸部３市へ派遣 

□沿岸部３市へ移管 

沿岸部３市で行政支援職員

の受入れ 

沿岸部３市のニーズを踏

まえ、以下の活動を実施 

 

＜後方支援活動対策本

部にて＞ 

□HP更新代行 

 

＜沿岸部３市にて＞ 

□業務資機材の確保支援 

□被害状況の調査支援 

□救助法の様式に基づく

被害報告支援 

□各種通常業務の復旧支

援 

□り災証明の発行支援 

□市民からの問合せ対応

支援 

□報道機関との連絡調整

支援 

受援本部で連絡調整員の受入れ 

□各種後方支援活動拠点と

の連絡体制を確立 

沿岸部３市に受援本部(仮)を設置 

人員配備、定例会議スケジュール等を設定 

支援ニーズを踏まえた後方支援活動の実施 

支援活動 

連絡調整班 

本部長 

本部長 

避難収容班 

避難収容班 

□個人宅への避難者につ

いて調査を依頼 

□沿岸地域避難者の名簿

を作成 

□物資等を本部に要請 

□支援物資を配布 

□今後の避難生活に関す

るアンケート調査を実施 

継続（～1年） 

□避難所を縮小 

□施設の被災状況を確

認 

□自主運営組織の設立

を支援 

□避難所を閉鎖 

避難所を開設 
避難者の受入、名簿を

作成 

施設の被災状況を回答 

□避難所の開設を指示 

□避難所要員を派遣 

収容可能人数を本部へ

報告 

避難状況を報告 □避難状況の収集、集

計 

避難収容班 

順次、避難所環境を 

整備 

□避難所運営に必要な

ボランティア等の派遣を

要請 

避難収容班 

避難収容班 

物資の受入、保管、 

配分 

避難収容班 

避難収容班 

避難収容班 

物資補給班 

□全国避難者情報システ

ムに情報登録 
避難収容班 

1)避難者の受入体制の

確保 

2)避難者の受入れ、避

難所の運営 

3)個人宅への避難者の

状況把握、支援 

(1) 避難者の受入・避難所運営 

1)各種後方支援活動との

連絡調整 

2)広報活動 

(2) 情報収集・伝達と広報活動 

□各種後方支援活動拠点

のニーズを踏まえ、各部班

や施設への指示事項を支

援活動連絡調整所に伝達 

□沿岸部３市の

安否相談窓口を

設置 

□安否不明者名

簿の閲覧環境を

整備 

□沿岸部３市へ

移管 

□各種後方支援活動の情

報収集・伝達・指示 

□各種後方支援活動拠点

との連絡体制を確立 

秘書広報班 

□広報活動の実施体制を

確立（人員、機材、方法） 

本部班 

秘書広報班 

□後方支援に関する広報

内容を整理し、広報を実施

（協力依頼、沿岸部３市の

被災状況等） 

□後方支援活動に関する

情報を報道機関へ提供 

□支援ニーズを

踏まえた協力依

頼等について広

報を実施 

本部班 

本部班 

秘書広報班 

本部班 

本部班 

閉鎖 

燃料供給を廃止 

物資補給班 

1)物資センター（後方支

援対応）の設置・運営 

2)給水活動 3)燃料の確保・供給

活動 

(1) 救援物資の受入・仕分け・配送 

□物流事業者等へ協力

要請 

□救援物資の受入・仕

分け 

□救援物資の配送開始 

国の救援物資が 

被災地、避難所まで 

流通 

□浄水場の水質調査を

実施 

□物資センターの設置 

□国の救援物資の補完 

閉鎖 

□要請により被災地

へ燃料の運搬を開

始 

提携する企業などから

救援物資の供給開始 □沿岸部３市と連携し、

応急給水活動を実施 

災害対策本部を設置 

□本庁舎に後方支援活動対策本部を設置 

□新北消防署に支援活動連絡調整所を設置 

□従事体制を縮小 

□連絡調整員を指名・派遣 

□沿岸部３市の状況を後方支援活動対策本部に報告 

(仮)連絡調整会議へ移行 

 

□施設等の被災

状況を確認し、

炊き出しを指示 

□物資ニーズを収集・分

析 

□適宜、物資ニーズを

伝達 

□仮設給水栓の設置 

□支援隊の給水タンク

車への給水場所を指示 

□提携給油所の在

庫確認 

□食料品以外のニーズ

を把握し、受入品目の

拡大要請 

上下水道、通信回線がおおむね復旧 

ライフラインがおおむね復旧 

電力が徐々に復旧 

道路が徐々に開通 

避難収容班 

連絡調整員 

 

給水班 管財調達班 

□燃料使用計画を

作成 

□支援等について関係

機関と連絡・調整 

□応援調整体制を確立 
本部長 

秘書広報班 

学校教育班 

本部班 

本部班 

給水班 

給水班 

物資補給班 

管財調達班 

管財調達班 
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上下水道、通信回線がおおむね復旧 

ライフラインがおおむね復旧 

電力が徐々に復旧 

道路が徐々に開通 

時 

期 

４．救出救助・消火・医療救護活動機能 ５．保健・衛生活動機能 

1)資機材の調達・ 

 運搬 

2)沿岸部３市におけ

る救出救助活動 

3)沿岸部３市におけ

る消火活動 

(1) 救出救助・消火活動 

（沿岸部３市より資機

材提供要請） 

□宮崎県隊として、被

災地に隊員を派遣 

（本市の救出・救助が

優先） 

□沿岸部３市の消防

本部と連携し、消火

活動を実施 

□消防本部に被災

地への消火隊派遣

要請（本市の消火活

動が優先） 

本部班 

火災発生 

（消防相互応援協定

及び知事の指示によ

り応援協力） 

消防本部班 

□沿岸部３市の救出

救助活動現場へ資

機材を運搬 

□防災備蓄庫から資

機材を調達 

□応援企業から資機

材を調達 

□国・県と連携し救出

救助活動を開始 

□傷病者の救出・救

護活動を最優先に活

動を実施 

□負傷者を発見・救

助した際は現地医療

機関へ連絡 

活動終了 

消防本部班 

遺体受入れを終了 

1)遺体受入体制 

 の確保 

2)遺体安置所 

 の運営 

3)遺体の火葬 

 受入れ 

(1) 遺体安置受入れ・遺体の火葬受入れ 

□運営に必要な

人員を派遣 

□遺体受入れ施

設の点検 

□本部へ報告 

□遺体安置所の

開設 

□遺体安置に必

要な資機材を関

係業者の協力によ

り手配 

□遺体の管理 

□遺族・親族への

対応 

□遺体処置票の

作成 

□遺留品処理票

の作成 

□医師に死亡診

断書作成を要請 

□遺体・遺留品の

引渡し 

□身元不明遺体

について警察へ連

絡 

□遺体の受入れ

可能人数を把握

し、本部に報告 

遺体安置所の閉鎖 遺体の火葬受入れ

を終了 

□火葬場施設を

点検し、稼動再開

を指示 

□本部は県へ報

告 

環境政策班 

本部班 

環境政策班 

環境政策班 

遺族・親族の 

要請 

県から遺体受入れの要請 

県から遺体の 

火葬要請 

1)医療救護体制の

確保 

2)救護所の医療活

動の支援 

3)沿岸部３市にお

ける医療活動の

支援 

(2) 医療救護活動 

□各避難所に救護

所を設置 

□各避難所 (救護

所)の巡回医療支援

を実施 

□沿岸部３市の避難

者受入れ避難所を

開設 

□地域医療搬送を

実施 

□医療関係団体の

受入れ施設（宿泊・

滞在）を確保、あっ

せん 

□沿岸部３市の医

療班と連携し、医療

活動・巡回医療支

援を実施 

継続 継続 継続 

□医療チームの派

遣を要請 

□患者の輸送体制

を確立 

□医薬品等を調達 

DMAT出動 

災害拠点病院、SCU等での活動開始 

避難所を縮小 

広域医療搬送開始 

JMAT、日本赤十字社、医療チーム等による医療活動の実施 

□避難所・救護所で

の医療活動・巡回医

療を縮小 

□沿岸部３市

で の 医 療 活

動・巡回医療

を縮小 

□在宅避難

者の健康観

察を実施 

□遺体の火葬受

入れを開始 

□遺体の火葬を実

施 

□医薬品等のニー

ズを踏まえ、調達・

供給 

活動拠点を 

都城市消防局（本部）

に設置 

継続 

施設管理者 

派遣方針等 

本部班 

施設管理者 施設管理者 

６．ボランティア・支援隊・広域応援部隊の受入・活動支援機能 

避難所の閉鎖

に伴い活動を

終了 

(2) 防疫・保健衛生対策 

□感染症に係

る情報収集 

□県や関係機

関に情報提供 

感染症の発生 

□医師会に健

康診断、臨時

予防接種（冬

季）及び予防

教育の実施を

要請 

避難所に 

ねずみや害虫

が発生 

□保健所に報

告 

□保健所と消

毒方法の打合

せ 

□協定企業

へ避難所の消

毒の協力要請 

□消毒に必要

な薬剤の調達 

 □医師会に感

染症患者及び

保菌者の診断

を要請 

□感染症患者

及び保菌者に

指定医療機関

に入院あっせ

ん 

1)感染症 

 対策 

2)保健衛生 

 対策 

3)防疫対策 

環境政策班 

保健・救護班 

保健・救護班 

避難所の閉鎖

に伴い活動を

終了 

避難所の閉鎖

に伴い活動を

終了 

保健・救護班 

インフラの復

旧に伴い 

し尿処理活動

を終了 

1)し尿処理 

 対策 

2)ゴミ処理 

 対策 

(3) し尿・ゴミ処理対策 

県からし尿処

理応援要請 

□ゴミ処理施

設の余力確認 

□ゴミの仮置

き場を選定 

□ゴミの仮置

き場へ分別に

必要な人員を

派遣 

□ゴミの分類

を実施 

□ゴミ処理施

設までのゴミの

運搬を業者へ

依頼 

□ゴミ焼却処

理施設にてゴミ

の焼却、最終

処分場にて埋

め立てを実施 

□応援企業に

し尿汲み取りを

依頼 

□避難所の

仮設トイレを検

討 

□業者へ仮設

トイレの設置を

依頼 

県から 

ごみ処理の 

協力要請 

継続 

環境業務班 

環境業務班 

□ボランティア情

報センターを開

設し、情報提供 

□職員を各社協

へ派遣 

□運営準備を支

援 

□物資等を提供 

□職員を追加派

遣 

災害ボランティアセンター（受援側・本市の各社協）を設置 

□本市社協に対して災害ボランティアセンターの設置を要請 

災害ボランティアの本格的な受入・活動の開始 

□輸送サービ

スを開始 

□宿泊・入浴

サービスを開

始 

継続 継続 

□職員を撤収 

本部長 

1)各種情報の収

集・提供 

2)災害ボランティ

アセンターの運

営支援 

3)災害ボラン

ティアの活

動支援 

(1) ボランティアの受入・活動支援 

継続 

1)支援隊の受入

体制の確保 

2)支援隊の 

 活動支援 

(2) 支援隊の受入・活動支援 

本部班 

秘書広報班 

□支援隊に

応援活動施

設を提供 

□適宜、受

入、情報交

換を実施 

□施設管理者・

自治会等に協力

を要請 

施設を所管する班 

本部班 

□適宜、受援側

と受入体制・分担

等を協議 

継続 

□食事（炊

き出し）サー

ビスを開始 

地元自治会等 

□入浴サー

ビスを開始 

本部班 

施設を所管する班 

□被災現場等へ

職員を派遣 

沿岸部３市における受援本部の

設置・受入体制の確保 

本部班 

□支援隊の

受入要請に

対する受付

等の開始 
施設を所管する班 

□保健所に健

康相談を依頼 

□保健所に栄

養相談を依頼 

□保健所及び

食品衛生協会

に食中毒の調

査を依頼 

□被災現場等へ

職員を派遣 

□支援ニーズを

収集・分析 

□適宜、支援ニ

ーズを伝達 
□運営支援 

□車両・施設

等の状況確認 

□適宜、活動状

況等を確認 

□応援活動施設

の被災状況を調

査 

□車両等の状況

確認 

□支援隊の受入

窓口を設置 

□支援隊に対す

る受入（後方支

援）内容を広報 

 

□受援側と受入

体制・分担等を

協議 

1)広域応援部隊

(消防 )の受入

体制の確保 

2)広域応援部隊

（消防）の活動支

援 

(3) 広域応援部隊(消防)の受入・活動支援 

□進出拠点の開

設を指示、職員

を派遣 

□県と協議・調

整し、駐車場等

の割り当て等を

計画 □広域応援部隊

を施設内へ誘導 

□車両の駐車及

び給油、隊員の休

憩等を支援 

□県が実施する情

報収集等を支援 

□部隊の情報等を

本部へ報告 

本部班（本部長） 

福祉・救護班 

福祉・救護班 

福祉・救護班 
福祉・救護班 

管財調達班 

福祉・救護班 

福祉・救護班 

福祉・救護班 

福祉・救護班 

管財調達班 

福祉・救護班 

管財調達班 

本部班 

管財調達班 

本部班 

消防本部班 

消防本部班 

消防本部班 

保健・救護班 

環境政策班 

環境政策班 

本部班 

保健・救護班 

4M 

3M 

2M 

1M 

2W 

1W 

96h 

(5日目) 

72h 

(4日目) 

 

48h 

(3日目) 

 

24h 

(2日目) 

12h 

0h 
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付―４ 広域連携活動の全体イメージ 

えびの市 小林市 綾町 国富町 宮崎市 

日南市 

串間市 

高原町 

三股町 

都城市 

田野ＩＣ 

小林ＩＣ えびの 
JCT 

鹿児島県 

空路参集拠点候補地/DMAT 
（鹿児島空港） 

鹿児島県 

■災害対策本部 
（受援本部） 
（日南市役所） 

■災害対策本部（受援本部） 
（串間市役所） 

内陸部市町 沿岸部３市 

■災害対策本部 
（国富町役場） 

■災害対策本部 

（えびの市役所） 

■災害対策本部 
（高原町役場） 

■災害対策本部 
（三股町役場） 

清武 
JCT 

高原ＩＣ 

指示伝達 

派遣 

派遣 

派遣 

派遣 

派遣 

派遣 

派遣 

受入 ■避難所(運営・炊き出し、健診、消毒等） 

派遣 
■災害ボランティアセンター 
（綾町社会福祉協議会） 

被災現場 

遺体 
受入 

■遺体安置所 ■遺体火葬場 
（東諸葬祭場） 

■遺体安置所 
（都城市武道館） 

■遺体火葬場 
（都城市斎場） 

受入 

受入 

受入 

受入 

受入 

■遺体火葬場 
（西諸広域葬祭センター） 

■避難所 
(運営・炊き出し、健診、消毒等） 
 

受入 

受入 

■避難所 
(運営・炊き出し、健診、
消毒等） 

■災害ボランティアセンター 
（えびの市社会福祉協議会） 

■災害ボランティアセンター 
（国富町社会福祉協議会） 

■災害ボランティアセンター 
（宮崎市社会福祉協議会） 

被災現場 

被災現場 

被災現場 

宿泊・入浴 

■支援隊応援活動施設（宿泊・入浴） 
（高城健康増進センター） 

派遣 

派遣 

地域内輸送拠点/市 
（宮崎市総合体育館（立体駐車場）） 

地域内輸送拠点/市 
（日南市総合運動公園 
備蓄倉庫） 

地域内輸送拠点/市 
（串間市運動公園弓道場） 

輸送 

輸送 

輸送 

■避難所 
(運営・炊き出し、健診、消毒等） 

避難所・救護所 

避難所・救護所 

被災者 

被災者 

仮設住宅提供 

被災者 

被災者 

受入 

受入 

入居者受入れ 

派遣 

航空機用活動拠点候補地/国 
航空搬送拠点候補地/国 

（宮崎空港） 

海上輸送拠点/国 
（宮崎港） 

航空搬送拠点候補地/国 
（航空自衛隊新田原基地） 

海上輸送拠点/国 
（内海港） 

海上輸送拠点/国 
（油津港） 

■し尿処理施設 
（都城北諸地区清掃公社） 

派遣(健康相談等) 

■避難所 
(運営・炊き出し、健診、消毒等） 
 

被災者 

し尿・ゴミ 

日南ＩＣ 

■災害ボランティアセンター 
（高原町社会福祉協議会） 

広域物資輸送拠点/県 
（九州西濃運輸） 

供給 

北郷ＩＣ 
供給 

供給 

■災害ボランティアセンター 
（三股町社会福祉協議会） 

受入 し尿 受入 

■災害対策本部（小林市役所） 

■災害ボランティアセンター 
（小林市社会福祉協議会） 

派遣 

えびのＩＣ 派遣 

派遣 

派遣 

（宮崎県都城保健所） 

派遣(健康相談等) 

■支援活動連絡調整所/参集立寄・活動拠点 
（都城市北消防署） 

■災害ボランティアセンター 
（都城市社会福祉協議会山之口支所） 

■後方支援活動対策本部/意思決定 
（都城市役所） 

受入 

避難所・救護所 

■避難所(運営・炊き出し、健診、消毒等） 
（主に２次避難所、学校は除く） 

■物資センター（高城運動公園屋内競技場） 

災害拠点病院 

災害拠点病院 

災害拠点病院 

遺体 
受入 

し尿 

ゴミ 

ゴミ 

■し尿・ゴミ処理施設（バックアップ施設） 

受入 

広域物資輸送拠点/県 
（都城トラック団地協同組合） 

■宿泊・入浴施設 

避難者入浴支援（送迎） 

入居者受入れ 

■し尿・ゴミ処理施設 
（綾浄化センター、綾町一般廃棄物最終処分場） 

派遣 

派遣 

■ゴミ処理施設（都城市クリーンセンター、志和地処分場） 

■災害対策本部 
（綾町役場） 

■応急仮設住宅（建設地提供、入居者受入等） 
（高崎前田市民広場等） 

輸送 

被災者 

救出救助・消火 

救出救助・消火 

救出救助・消火 

救助活動拠点/県・市 

（高城運動公園） 

進出拠点/消防 
（都城市公設地方卸売市場） 

進出拠点/消防 
（霧島 SA下り線） 

広域進出拠点/警察 

（えびの PA） 

陸路参集拠点候補地/DMAT 
（山江 SA） 熊本県 

地域内災害拠点病院/DMAT 
■医療活動拠点（都城市郡医師会病院） 

被災現場 

都城ＩＣ 

救助活動拠点/県・市 
（串間市総合運動公園） 
 

志布志湾
ＩＣ 

救助活動拠点/県・市 
（日南市総合運動公園） 

 

救助活動拠点/県・市 

（清武総合運動公園） 
 

■災害ボランティアセンター 
（宮崎市社会福祉協議会） 

救助活動拠点/県・市 

航空機用活動拠点候補地/国 
（生目の杜運動公園） 
 

受入 

宮崎ＩＣ 

■災害対策本部 
（受援本部） 
（宮崎市役所） 

■県災害対策本部 
（宮崎県庁） 

■災害ボランティアセンター 
（宮崎市社会福祉協議会） 

■ボランティア支援本部 
（宮崎県社会福祉協議会） 

＜各市町に共通の連携・分担の方向＞ 
活動 A： 
広域連携活動の基本となるリソースを提供するもの（必須の活動内容） 

○沿岸部３市への人的支援（行政機能回復支援） 
○後方支援活動対策本部の設置(廃止)・運営 
活動 B： 
都城市が主体的に活動するもので、関係市町は活動の補完・強化のた
めリソースを提供するもの 

○給水活動 
○し尿・ゴミ処理対策 
○ボランティアの受入・活動支援（沿岸部３市への派遣） 
○広域応援部隊の受入・活動支援（進出拠点への派遣） 
○仮設住宅の提供 
○ボランティアの受入・活動支援（都城市への派遣） 
活動 C： 
自らの災害対策に障害がない場合に置いてリソースを提供する 

○物資の設置・運営 
○救出救助・消火活動 
○医療救護活動 
○防疫・保健衛生対策 

凡例 
       支援活動連絡調整所を通じた沿岸部３市への職員等派遣 

１後方支援本部機能 
２避難者の受入・支援機能 
３救援物資の受入・仕分け・配送機能 
４救出救助・消火・医療救護活動機能 
５保健・衛生活動機能 
６ボランティア・支援隊の受入・活動支援機能 
※広域応援部隊・ＤＭＡＴの防災拠点 
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付―５ 後方支援活動のタイプ特性とリソース検討の考え方 

 後方支援活動は、都城市が主体的役割を果たすか否か等の特性によって、その活動内容を分類するこ

とができ、また、活動に必要なリソースは場所・施設、人、物に区分することができる。 

 タイプ別活動内容・リソース区分毎に、沿岸部３市の被害量及び保有リソースから「支援必要量」

（沿岸部３市の不足量）を、これに対して都城市が保有するリソースから「支援可能量」を算定し

た。 

 ただし、被害等の想定が困難なこと、データが揃っていないこと、活動の性格から算定の必要性が

ないこと等により、活動に必要なリソース別に検討の考え方が異なる。 

■後方支援活動のタイプ別特性と活動内容の分類 

タイプ 特性 活動内容 
タイプⅠ 
主体的活動 

○都城市が主体的に実施する活
動。 

■支援活動連絡調整所の設置・運営 
■沿岸部３市の行政回復のための人的支援 
■救出救助・消火活動 
■避難者の受入・支援 
■支援隊の受入・活動支援 
■広域応援部隊の受入・活動支援 
■給水活動 

タイプⅡ 
要請対応型 
主体的活動 

○発災後、リソース不足等を理
由に沿岸部３市から要請があ
った場合等に、都城市が主体
的に実施する活動。 

■救援物資の提供 
■遺体の受入・安置・火葬 
■ゴミ、し尿の受入・処分 

タイプⅢ-1 
協力者支援型 
活動 

○都城市以外の他者が主体的に
実施する活動を支援する活
動。 

■医療救護活動（医師会） 
■保健衛生活動（医師会・保健所等） 
■ボランティアの受入・支援（市社協） 
■応急仮設住宅のあっせん・入居支援（県等） 

タイプⅢ-2 
付帯サービス
型活動 

○上記のタイプに付帯して各種
サービスを提供する活動（他
者に協力を要請し、その活動
を支援するため、協力者支援
型活動に位置づけられる）。 

■炊き出し活動（自治会） 
■宿泊サービス活動（主に民間事業者） 
■入浴サービス（主に民間事業者） 
■輸送・送迎サービス活動（民間事業者） 
■燃料確保・供給サービス活動（民間事業者） 

 

■活動に必要なリソース別の数量算定の検討の考え方 

 場所・施設 人的 物的 
支援 
必要量 
※沿岸部３
市不足量 

×原則、必要量は検討しな
い 

○但し、想定可能な項目（避
難者受入数）は検討する 

○必要な人員数の検討 
×民間事業者等の人員
数は検討しない（民
間の保有人員の活用
が前提） 

×原則、必要量は検討しな
い（都城市保有物資等の
活用または持参が前提） 

○但し、活動上、必須の場
合は必要な物資・資機材
の概数を検討する 

支援 
可能量 
※都城市 

○受入可能スペースの検討 
○受入可能人数の検討 
○受入可能量（処分量）の
検討 

○供給可能量（運行本数等
を含む）の検討 

※受入候補施設（活動施設
を未検討の場合） 

○都城市災害対策にお
ける業務継続計画等
をもとに想定 

×検討しない（基本的には
データがないため） 
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付―６ 後方支援活動に必要なリソースと連携・分担の方向 

タイプ 活動内容 
リソース 
区  分 

リソース数量 内陸部市町における 
連携・分担の方向 

備考 
支援必要量（沿岸部３市不足量） 支援可能量（都城市） 

Ⅰ ■後方支援活動
対策本部の設
置（廃止）・運営
【１】 

場所・施設 【考え方】 
○支援活動連絡調整所を運営するため、以下のスペースが必要
となる。 

 ①執務スペース ②会議スペース 
【支援必要量】 
○支援活動連絡調整所の活動内容と人員数及び１人あたり面積
を想定して算出した必要面積は以下のとおり。（人員数は「人的
リソース」参照） 

 ①執務スペース：約 36㎡以上 
 ②会議スペース：約 266㎡以上 

【考え方】 
○支援活動連絡調整所は「新北消防署」内に設置することを前提
とし、支援必要量として算出した必要面積を充足させる。 

 

【方向】 
○関係市町の災害対策本部内に支援
班(仮)の活動場所となる事務スペー
スを確保する。 

 

※支援必要量
（支援活動連
絡調整所の活
動に必要なス
ペースの面積
の算出方法）
は別冊・別表
参照。 

人的 【考え方】 
○支援活動連絡調整所として以下の３つの活動を実施するための
人員数が必要となる。 

 ①各種報告・調整 ②情報収集・分析 
【支援必要量】 
○後方支援活動全体の報告・調整と補佐・記録、沿岸部３市や市
内広報活動への派遣、派遣された職員からの各種情報を収
集・分析する要員をそれぞれ想定して算出した必要な人員数は
計９名であり、内訳は以下のとおり。 

 ①各種報告・調整：２名 
 ②情報収集・分析：７名 

【考え方】 
○支援活動連絡調整所を運営する上で最小限の人員数として算
出した支援必要量を確保（人員配備）する。 

 

【方向】 
○関係市町の災害対策本部内に支援
班(仮)として職員１名以上を確保し、
支援活動連絡調整所との連絡・調整
を行う。 

 
 

※支援必要量
（支援活動連
絡調整所の活
動に必要な人
員数の算出方
法）は別冊・別
表参照。 

物的 【考え方】 
○支援活動連絡調整所を運営するため、活動内容や人員数を踏
まえた物資・資機材の品目・数量を想定する。 

【支援必要量】 
○以下に係る物資・資機材が必要となる。 
  通信・伝達手段、情報収集・整理、事務処理、会議運営、広
報活動、本部要員の生活 

【考え方】 
○支援活動連絡調整所を運営する上で最小限の物資・資機材と
して算出した支援必要量を確保する。 

○ただし、支援活動連絡調整所は新北消防署内に設置することを
前提とするため、新北消防署の設備や備品等の状況を踏まえ
て検討を行うものとする。 

 

【方向】 
○関係市町の災害対策本部内に支援
班(仮)として活動する職員について、
身の回り品及び当面の生活用品・食
料・飲料水等（３日分以上）を確保す
る。 

 

※支援必要量
（支援活動連
絡調整所の活
動に必要な物
資・資機材の
品目と数量の
内訳）は別冊・
別表参照。 

Ⅰ ■沿岸部３市への
人的支援【１】 

場所・施設 【考え方】 
○沿岸部３市の行政施設等とする。 
 

－ － 
 

－ 

人的 【考え方】 
○沿岸部３市の行政機能回復支援を目的として職員を派遣する。 
○必要な職員数は県・実施計画における想定数とする。 
【支援必要量】 
○沿岸部３市で必要となる職員数は計 55 名であり、内訳は以下
のとおり。 

 ①宮崎市：40名 
 ②日南市：10名 
 ③串間市： 5名 

【考え方】 
○都城市の業務継続計画及び発災後のタイムライン（都城市災
害対策に係る配備状況）を考慮し、職員数を派遣する。 

【支援可能量】 
○業務継続計画、災害対策行動マニュアルに基づき今後算出 
 
 
○なお、支援必要量を関係市町の職員数比で按分した場合は以
下のとおり。 

  都城市：20名、小林市：9名、えびの市：7名、 
  三股町：4名、高原町：9名、国富町：4名、綾町：2名 
 

【方向】 
○都城市の派遣可能職員数から不足
する職員数について関係市町より派
遣する。 

○関係市町の災害対策の進捗に伴い
余力が生じた場合は、沿岸部３市の
行政施設等に必要な職員数を派遣
する。 

 

※支援必要量
（派遣職員数
の算出方法）
は別冊・別表
参照。 

 

物的 【考え方】 
○派遣職員が通常使用しているものを使用する。 

－ 【考え方】 
○関係市町より沿岸部３市に派遣される
職員について、身の回り品及び当面の
生活用品・食料・飲料水等（３日分以
上）を確保する。 

 
 

－ 

Ⅰ ■救出救助・消火
活動【４】 

場所・施設 － － － － 
人的 － － － － 
物的 － － － － 
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タイプ 活動内容 
リソース 
区  分 

リソース数量 内陸部市町における 
連携・分担の方向 

備考 
支援必要量（沿岸部３市不足量） 支援可能量（都城市） 

Ⅰ ■避難者の受入・
避難所運営【２】 

場所・施設 【考え方】 
○沿岸部３市における避難所の収容力の不足量を支援必要量と
する。 

○被災一週間後（避難者数のピーク時）の避難所への避難者数
は、宮崎市 98,000人、日南市 20,000人、串間市 5,100人で
ある。 

○避難所の収容力は宮崎市82,209人、日南市11,000人、串間
市 12,461人である。 

○避難者数から収容力を差し引くと、宮崎市 15,791 人、日南市
9,000人、串間市 0人となり、同数が収容力の不足量となる。 

【支援必要量】 
○沿岸部３市に対する支援必要量は計 24,791 人であり、内訳は
以下のとおり。 

 ①宮崎市：15,791人 
 ②日南市： 9,000人 
 ③串間市：    0人 

【考え方】 
○都城市内の避難者と沿岸部３市の避難者を収容する避難所は
原則、区別する。 

○都城市内の避難者を収容する避難所は、優先して開設される
一次避難所を優先し、一次避難所の収容力が不足する場合は
二次避難所を利用することを前提とする。 

○沿岸部３市からの避難者の受入候補施設は、都城市内の避難
者が使用していない二次避難所及び県立高等学校の体育館を
基本とする。 

【支援可能量】 
○沿岸部３市に対する支援可能量は計 18,697人である。 
○上記の支援可能量に中央地区は含まないが、場合によって中
央地区の避難可能施設（収容力 11,382人）を利用する。 

【方向】 
○関係市町において、余力のある指定
避難所、または指定避難所以外の公
共施設をバックアップ施設として選定
し、必要な場合に避難者の受入を分
担する。 

 

※受入候補施設
の施設別の収
容力は別冊・
別表参照。 

人的 【考え方】 
○避難者の受入れ・避難所運営について必要な人員数を確保する。 
 ①連絡調整：本部に待機し、各避難所と調整 
 ②巡回支援：複数の地区の避難所について、自主運営組織の
設立の支援と巡回による運営支援 

【支援必要量】 
 ①連絡調整：１名 
 ②巡回支援：２名（避難所の開設に伴い人員を充当し、最大 9
名を充当する） 

－ ○関係市町ともに避難所を開設した場
合は必要な職員数を派遣する。 

※巡回支援の地
区は別冊・別
表参照。 

物的 【考え方】 
○避難者に対する１日分の食料、及び飲料水を支援必要量とする。 
○避難者数は計 24,791人とする。 

－ － － 

Ⅰ ■支援隊の受入・
活動支援【６】 

場所・施設 － 【考え方】 
○支援隊応援活動施設は「高城健康増進センター（観音さくらの
里）」とし、支援隊に事務、宿泊、入浴施設を提供する。 

○不足する場合は、構想に示す他の４つの公共系宿泊施設で補
完し、宿泊、入浴施設は災害ボランティア、沿岸部３市の被災
者で共有する。 

【支援可能量】 
○高城健康増進センター（観音さくらの里）は、事務 182 名、宿泊

300名（屋内 152名、屋外 148名）、入浴 416名/日である。 
○対象５施設全体で提供可能な施設（受入可能人数）は、事務

719名、宿泊 732名（屋内463名、屋外 269名）、入浴 2,568
名/日である。 

【方向】 
○関係市町の公共系宿泊施設等をバッ
クアップ施設として選定し、必要な場
合は支援隊の受入・支援を分担す
る。 

○原則、避難所ではないこと、都城市ま
たは沿岸部３市へのアクセス性等を
考慮する。 

○候補施設は、えびの市国際交流セン
ター、ゆーぱるのじり、皇子原温泉健
康村、華ぜんコミュニティプラザ結の
宿、綾川荘・綾町サイクリングセンタ
ー。 

※都城市及び関
係市町の施設
別の数量は別
冊 ・ 別 表 参
照。 

※三股町には公
共系宿泊施設
がないため、
該当する候補
施設はなし。 

 

人的 － 【考え方】 
○高城健康増進センター(観音さくらの里)の開設時に職員を派遣
し、支援活動連絡調整所や他の活動施設、支援隊との連絡・調
整等を行う。 

○原則、支援隊の受入・支援に係る事務は各施設管理者が行うも
のとし、不足する場合は支援隊または災害ボランティアの協力を
得られるよう要請する。 

【支援可能量】 
○高城健康増進センター（観音さくらの里）に職員１名を派遣する。 
○都城市の災害対策の進捗に伴い余力が生じた場合は、必要な
職員数を派遣する。 

【方向】 
○関係市町ともバックアップ施設の開設
時に職員１名を派遣し、支援活動連
絡調整所、支援隊との連絡・調整等
を行う。 

－ 

物的 － － － － 
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タイプ 活動内容 
リソース 
区  分 

リソース数量 内陸部市町における 
連携・分担の方向 

備考 
支援必要量（沿岸部３市不足量） 支援可能量（都城市） 

Ⅰ ■広域応援部隊
の受入・活動支
援【６】 

場所・施設 【考え方】 
○県・実施計画では、宮崎県への広域応援部隊の派遣規模を次
のとおり推計している。 

  ・警察災害派遣隊（警察庁）  900人 
  ・緊急消防援助隊（消防庁） 1,550人 
  ・陸上自衛隊（防衛省）    4,000人 
【支援必要量】 
○上記のうち、緊急消防援助隊については、都城市公設卸売市
場を含む県内４施設に進出することとされているが、施設ごとの
派遣人数、車両数等の内訳は明記されていない。 

 
 

【考え方】 
○広域応援部隊の受入・活動支援施設は、県・実施計画に基づ
き広域応援部隊（消防）の進出拠点である「都城市公設地方卸
売市場」とし、広域応援部隊に車両の駐車場、隊員の休憩場所
を提供する。 

○不足する場合は、県との協議・調整により対応する（現時点では
バックアップ施設は考慮しない）。 

【支援可能量】 ※市資料より 
○通常稼働時は駐車場 86台（1,795㎡）、会議室 77㎡（管理棟
２階会議室）。有事で全面的に協力が必要な場合は駐車場
754台（27,973㎡）。 

○なお、宿泊可能は施設（部屋）、入浴施設、給油施設はない。 
 

【方向】 
○現時点では関係市町におけるバックア
ップ施設は考慮しない。 

※国・具体計画では、小林市に消防庁・
進出拠点「霧島ＳＡ下り線」、えびの市
に警察庁・広域進出拠点「えびのＰＡ
上下線」が設置される。 

－ 

人的 【考え方】 
○県・実施計画では、宮崎県への広域応援部隊の派遣規模を次
のとおり推計している。 

  ・警察災害派遣隊（警察庁）  900人 
  ・緊急消防援助隊（消防庁） 1,550人 
  ・陸上自衛隊（防衛省）    4,000人 
【支援必要量】 
○上記のうち、緊急消防援助隊については、都城市公設卸売市
場を含む県内４施設に進出することとされているが、施設ごとの
派遣人数、車両数等の内訳は明記されていない。 

【考え方】 
○都城市公設地方卸売市場(進出拠点)の開設時に職員を派遣
し、県から派遣される拠点対応要員との協議・調整・支援、支援
活動対策本部及び支援活動連絡調整所との連絡・調整等を行
う。 

○原則、広域応援部隊の受入・支援に係る事務は派遣職員（連
絡調整員）及び施設管理者が行うものとし、不足する場合は支
援隊または災害ボランティアの協力を得られるよう要請する。 

【支援可能量】 
○都城市公設地方卸売市場に職員１名を派遣する。 
○都城市の災害対策の進捗に伴い余力が生じた場合は、必要な
職員数を派遣する。 

【方向】 
○関係市町とも進出拠点の開設時に職
員１名を派遣し、県から派遣される拠
点対応要員、支援活動対策本部及
び支援活動連絡調整所との連絡・調
整等を行う。 

－ 

物的 【考え方】 
○県・実施計画では、宮崎県への広域応援部隊の派遣規模を次
のとおり推計している。 

  ・警察災害派遣隊（警察庁）  900人 
  ・緊急消防援助隊（消防庁） 1,550人 
  ・陸上自衛隊（防衛省）    4,000人 
【支援必要量】 
○上記のうち、緊急消防援助隊については、都城市公設卸売市
場を含む県内４施設に進出することとされているが、施設ごとの
派遣人数、車両数等の内訳は明記されていない。 

【考え方】 
○協定締結企業を活用して燃料を確保し、広域応援部隊の車両
等に対して協定締結企業の給油施設をあっせんする。 

【支援可能量】 
○現時点では協定締結企業はない。 

【方向】 
○関係市町は、後方支援活動に燃料供
給できる企業と協定を締結する。 

 

－ 

Ⅰ ■給水活動【３】 場所・施設 － 【考え方】 
○都城市内の給水活動対応を優先する。 
○給水活動拠点は、「菖蒲原浄水場」、「川東浄水場」、「一万城
浄水場」とし、給水車への給水を行う。 

○給水活動は、沿岸部３市の避難所、沿岸被災地の避難者を受
入れている都城市の避難所、支援隊応援活動施設とする。 

【支援可能量】 
○各浄水場の計画１日最大配水能力は、以下のとおりである。 
菖蒲原浄水場 11,600 ㎥、川東浄水場 21,900 ㎥、 
一万城浄水場 20,850 ㎥ 

【方向】 
○関係市町の浄水場をバックアップ施
設として選定し、必要な場合は支援隊
の受入・支援機能を分担する。 

○関係市町のバックアップ施設は、配水
能力の一番大きい施設を選定する。 

○候補施設は、柿木原浄水場（えびの
市）、常磐台浄水場（高原町）、森永
浄水場（国富町）、三股町中央浄水
場（三股町）。 

※都城市及び関
係市町の浄水
場の規模は別
冊 ・ 別 表 参
照。 

人的 － 【考え方】 
○支援活動連絡調整所や他の活動施設、支援隊との連絡・調整
等は浄水場の職員が行う。 

○給水活動は、市の職員を派遣し活動を行う。 
【支援可能量】 
○給水活動を行う職員は、４名×１班の合計４名とする。 

【方向】 
○関係市町ともバックアップ施設の開設
時に１施設あたり職員２名を派遣し、
給水活動を実施。 

－ 

物的 － － － － 
Ⅱ ■救援物資の提

供【３】 
場所・施設 － － － － 
人的 － － － － 

物的 － － － － 
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タイプ 活動内容 
リソース 
区  分 

リソース数量 内陸部市町における 
連携・分担の方向 

備考 
支援必要量（沿岸部３市不足量） 支援可能量（都城市） 

Ⅱ ■遺体の安置・火
葬受入れ【５】 

場所・施設 － 【考え方】 
○遺体を受け入れる安置所は「都城市武道館」とし、遺体の管
理、身元確認に訪れた遺族等への対応、遺体処理票等の作成
を行う。 

○当該施設で不足する場合には、近隣の寺院で補完する。 
【支援可能量】 
○都城市武道館の遺体安置可能量は、140体である。 
 ※収容可能面積 420㎡÷3㎡=140 

【方向】 
○関係市町の公共施設（屋内施設）等
をバックアップ施設として選定し、必要
な場合は遺体受入・安置・火葬を分
担する。 

○候補施設は、公営斎場であり火葬炉
が併設され、専門知識や適性のある
職員のいる西諸広域葬祭センター
（小林市・えびの市・高原町）。 

－ 

人的 － 【考え方】 
○都城市武道館に遺体安置所を開設する際に職員を派遣し、支
援活動連絡調整所や沿岸部３市との連絡・調整等を行う。 

○遺体の管理には、専門知識や適性が必要であるため、原則民
間企業へ応援要請を行う。 

【支援可能量】 
○都城市武道館に職員１名を派遣する。 
○民間企業からの応援が不足する場合には、ボランティアの中か
ら専門知識を有した人材を派遣する。 

【方向】 
○施設開設時に関係市町ともに職員１
名を派遣し、支援活動連絡調整所、
支援隊との連絡・調整等を行う。 

－ 

物的 － 【考え方】 
○遺体安置に必要な主な資機材は、ブルーシート、棺、ドライアイ
スである。 

○棺、ドライアイスは保管が難しいため、災害時に必要量を関係業
者と通じて購入するものとする。 

○ブルーシートは、都城市武道館の床面積分を保管する。 
○事務用品については、都城市武道館に常備されているものを使
用。 

【支援可能量】 
○ブルーシート ・・・・ 420㎡ 

【方向】 
○関係市町とも、棺、ドライアイスの調達
を関係業者に要請。 

－ 

Ⅱ ■し尿・ゴミの受
入・処分【５】 

場所・施設 － 【考え方】 
○都城市内の災害対応を優先する。 
○ゴミ等は、県及び沿岸部３市が受入施設まで運搬を行う。 
○し尿は都城市が要請した業者が回収・運搬を実施する。 
 （回収場所は、沿岸部３市の避難所及び沿岸被災地の避難者を
受入れている都城市の避難所） 

○し尿・ゴミの受入・処分施設は以下の場所とする。 
 し尿処理 ・・・・・・・・・・・・・・・ 都城市清浄館 
 一般廃棄物（可燃物） ・・・・・ 都城市クリーンセンター 
 一般廃棄物（不燃物） ・・・・・ 都城市リサイクルプラザ 
 一般廃棄物（埋立ゴミ） ・・・・ 志和池処分場、高崎処分場 
【支援可能量】 
○県及び沿岸部３市より要請があった場合に、処分施設の処理能
力の余力を確認し支援可能量を算出 

【方向】 
○関係市町の処理施設をバックアップ
施設として選定し、必要な場合はゴ
ミ、し尿の受入・処分を分担する。 

○候補施設は、小林市清掃工場施設
（小林市）、美化センター（えびの市）、
霧島美化センター（高原市）、国富町
一般廃棄物埋立処分場（国富町）。 

※綾町は宮崎市
にある処分場
で一般廃棄物
の処分をして
いるため、該当
する候補施設
はなし。 

※三股町は都城
市にある処分
場で一般廃棄
物の処分をし
ているため、該
当する候補施
設はなし。 

人的 － － － － 

物的 － － － － 
Ⅲ-1 ■医療救護活動

【４】／医師会 
場所・施設 － 【考え方】 

○医療活動拠点は「都城市郡医師会病院」とし、救護所を巡回す
る医師及び看護師の待機、巡回準備及び後方支援活動対策
本部との連絡場所とする。 

○沿岸被災地からの避難者を受入れる各避難所及び支援隊応
援活動施設に救護所を設置し、後方支援の医療班が避難者の
診察を行う場とする。（医療班は待機ではなく巡回） 

【支援可能量】 
○巡回診察は、医師１名、看護師１名の合計２名で行う。 
○１施設あたりの滞在時間は１時間程度を想定しており、診察可
能人数は 10～15名/回である。 

－ － 
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タイプ 活動内容 
リソース 
区  分 

リソース数量 内陸部市町における 
連携・分担の方向 

備考 
支援必要量（沿岸部３市不足量） 支援可能量（都城市） 

  人的 － 【考え方】 
○医療活動自体は県の指揮のもと、DMAT、日本赤十字、医師会、
薬剤師会、医薬品卸売業者が保有する人員を最大限活用する。 

○救護所の管理は、避難所を運営している職員が兼任する。 
○後方支援活動対策本部、各避難所及び支援隊応援活動施設
と医師会との連絡・調整等を行う職員を派遣する。 

【支援可能量】 
○医療活動拠点（都城市郡医師会病院）に、原則、職員１名を派
遣する。 

－ － 

  物的 － － － － 
Ⅲ-1 ■保健・衛生活動

【５】／医師会・
保健所等 

場所・施設 － 【考え方】 
○保健衛生活動拠点は「都城保健所」とし、防疫・感染症対策活
動について各避難所に設置される救護所を通じて情報収集を
実施し、都城市郡医師会病院との連携を図る。 

－ － 

人的 － 【考え方】 
○保健衛生活動自体は医師会や保健所が保有する人員を最大
限活用する。 

【支援可能量】 
○各避難所等の防疫措置の必要性の判断は巡回診察を実施す
る医療救護班（医師等）が行い、本部への報告及び措置のため
の保健所との調整は救護所の管理者（避難所を運営している職
員）が兼任する。 

－ － 

物的 － － － － 
Ⅲ-1 ■ボランティアの

受入・活動支援
【６】／市社協 

場所・施設 － 【考え方】 
○後方支援に係る災害ボランティアセンターは「都城市社会福祉
協議会山之口支所」とし、災害ボランティアの受付・派遣等を行
い、必要な場合は宿泊施設、入浴施設及び同施設への輸送・
送迎サービスを行う。 

【支援可能量】 
○都城市社会福祉協議会山之口支所の施設を有効活用する。
不足する場合に備え、別途、バックアップ施設を検討する。 

○災害ボランティアに提供可能な宿泊施設、入浴施設及び支援
可能量は支援隊と同様とする。 

－ ※災害ボランティ
アへの輸送・
送迎サービス
はⅢ-2参照。 

人的 － 【考え方】 
○市社会福祉協議会による災害ボランティアの受入等を支援する
ため、支援活動連絡調整所や各活動施設等との連絡・調整等
を行う職員を派遣する。 

【支援可能量】 
○災害ボランティアセンターに、原則、職員１名を派遣する。災害
ボランティアの増加に伴い人員が不足する場合は、関係市町に
職員等の派遣を要請する。 

○沿岸部３市の災害ボランティアセンターに、職員各１名を派遣する。 

【考え方】 
○派遣要請があった場合は、後方支援
に係る災害ボランティアセンターに、
関係市町ともに職員１名を派遣する。 

○関係市町の災害対策の進捗に伴い
余力が生じた場合は、沿岸部３市の
災害ボランティアセンターに必要な職
員数を派遣する。 

※災害ボランティ
アへの輸送・
送迎サービス
はⅢ-2参照。 

物的 － － － － 
Ⅲ-1 ■応急仮設住宅

のあっせん・入
居支援【２】／県
等 

場所・施設 【考え方】 
○仮設住宅の対象は、住家の被害が全壊であるものとする。 
○沿岸部３市における仮設住宅の不足量が支援必要量である。 
○沿岸部３市における建物被害のうち全壊・焼失棟数は、宮崎市

28,870棟、日南市 11,670棟、串間市 3,110棟であり、同数が
必要量である。 

○沿岸部３市における仮設住宅の提供量は不明であるため、不足
量も不明である。 

【支援必要量】 
支援必要量は不明である。 
※参考までに、沿岸部３市の提供量を含めた必要量は計 43,650
戸である。 

【考え方】 
○仮設住宅において、建設可能戸数から都城市内の必要量を差
し引いた戸数を支援可能量とする。 

○建設可能戸数は 2,005戸である。 
○都城市内における建物被害のうち全壊・焼失棟数は 1,320棟で
あり、同数が都城市内の必要量である。 

○建設可能戸数から都城市内の必要量を差し引くと、685 戸とな
り、同数が支援可能量となる。 

【支援可能量】 
○沿岸部３市に対する仮設住宅の支援可能量は計 685 戸であ
る。 

【方向】 
○関係市町ともに、仮設住宅建設予定
地をバックアップ建設予定地として想
定する。 

※施設別の建設
可能戸数は別
冊 ・ 別 表 参
照。 
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タイプ 活動内容 
リソース 
区  分 

リソース数量 内陸部市町における 
連携・分担の方向 

備考 
支援必要量（沿岸部３市不足量） 支援可能量（都城市） 

  人的 【考え方】 
○仮設住宅の提供について必要な人員数を確保する。 
 ①仮設住宅の提供事務：仮設住宅に関する説明会の実施、仮
設住宅への入居受付事務 

【支援必要量】 
○仮設住宅の提供に関する役割を踏まえ、必要となる人員は以
下のとおり。 

 ①仮設住宅の提供事務：１名 

－ ○関係市町ともに、整備、あっせんする
場合は、自市町に設置する支援班に
職員１名を充当する。 

－ 

  物的 － － － － 

Ⅲ-2 ■炊き出し活動
【２】／自治会等 

場所・施設 － － － － 
人的 － － － － 
物的 － － － － 

Ⅲ-2 ■宿泊サービス活
動【２・４・６】／
民間事業者 

場所・施設 － 【考え方】 
○宿泊サービスは、高城健康増進センター（観音さくらの里）を含む
５つの公共系宿泊施設を基本として提供するが、不足する場合は
市内のホテル・旅館等をあっせんする（今後の協定締結等も考
慮）。 

【支援可能量】 
○市内のホテル・旅館における宿泊可能者の総数（５公共施設は除
く）は、1,425名。※各ホームページのタイプ別部屋数から算定。 

－ ※宿泊施設別の
タイプ別部屋
数は別冊・別
表参照。 

人的 － － － － 
物的 － － － － 

Ⅲ-2 ■入浴サービス活
動【２・４・６】／
民間事業者 

場所・施設 － 【考え方】 
○入浴サービスは、高城健康増進センター（観音さくらの里）を含
む５つの公共施設を基本として提供するが、不足する場合は市
内の入浴施設等をあっせんする。 

【支援可能量】 
○市内の入浴施設等における入浴可能者の総数（５公共施設は
除く）は、約 2,720 人/日（340 人/回・時×8h）。※各ホームペ
ージの写真等から想定。 

－  

人的 － － － － 
物的 － － － － 

Ⅲ-2 ■輸送・送迎サー
ビス活動【２・４・
６】／民間事業
者 

場所・施設 【考え方】 
○避難者、医師、保健師、ボランティアをバスで輸送するために必
要な運行系統を確保する。 

 ①避難者を風呂に輸送、医師、保健師を風呂に輸送 
 ②ボランティアを沿岸部３市に輸送 
【支援必要量】 
○避難者、医師、保健師、ボランティアの拠点、目的地を踏まえ、
必要となる運行経路は以下のとおり。 

 ①都城市内の幹線道路の巡回 
 ②都城市と沿岸部３市の往復 

－ － ※各運行系統の
経路は別冊・
別表参照。 

人的 【考え方】 
○輸送・送迎サービスについて必要な人員数を確保する。 
 ①運行調整に関する人員を宮崎交通・西都城センターに派遣する。 
【支援必要量】 
○輸送・送迎サービスに関する連絡調整の役割を踏まえ、必要と
なる人員は以下のとおり。 

 ①運行調整：１名 

－ － － 

物的 － － － － 
Ⅲ-2 ■燃料確保・供給

サービス活動
【３】／民間事業
者 

場所・施設 － 【考え方】 
○燃料の保管・取り扱いには資格が必要なため、民間の施設（ＧＳ
など）を活用する。 

【支援可能量】 
○現時点では協定締結企業はない。 

【方向】 
○関係市町は後方支援活動に燃料供
給できる企業と協定を締結する。 

 

人的 － － － － 
物的 － － － － 

 


